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農林水産部における総合評価方式の運用について 

 

令和８年４月１日 

【基本事項】 

農林水産部における総合評価方式については「千葉県総合評価方式（工事）ガイドライン」

に基づいて事務手続きを行うものとするが、県土整備部のみで試行しているもの、農林水産

部での要領等が制定されていないもの及び各課各事業で制定の要領等で運用している場合

があることから、農林水産部独自の運用について定めるものとする。 

 

 

評価項目の設定方法  

（１）基本的事項 

・県土整備部に合わせた評価項目の設定とする。 

（２）運用 

 ・県土整備部のみで運用しているもの、農林水産部での要領等が制定されていないもの

及び各課各事業で制定の要領等で運用している場合があることから、農林水産部にお

ける評価項目の設定については以下のパターンとする。 

 

 

【簡易型・特別簡易型Ａ】 

〈農林水産部での運用〉 

項目：企業の施工能力 

・過去２か年度間の「工種：○○」における千葉県難工事表彰 

→千葉県農林水産部難工事表彰要綱に基づく表彰を評価する。 

 （令和８年度表彰の翌月の入札公告から適用） 

 ＊令和８年度に入札公告する案件に限り、令和８年度表彰を評価 

区分：自由項目 

・過去２年間の災害活動実績及び過去５年間の防疫活動実績 

   →災害活動実績については、『入札参加資格要件が県内、県内外』の工事案件の 

場合は設定しない。 

    ※設計金額２億円以上の場合、設定しない。 

    防疫活動実績については、『入札参加資格要件が県内外』の工事案件の場合は 

設定しない。 

    ※設計金額２億円以上の場合でも県内は設定する。 
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〈各課各事業で制定の要領等で運用〉 

項目：企業の施工能力 

・ＩＣＴ活用工事の実施 

ＩＣＴ活用工事の対象工事がある場合に設定します。  

→農業農村整備事業等（農地・農村振興課、耕地課） 

『千葉県農業農村整備事業におけるＩＣＴ活用工事試行要領』に基づき、ＩＣＴ 

施工技術を活用する場合に評価する。 

→森林整備保全事業等（森林課） 

『千葉県森林整備保全事業ＩＣＴ活用工事施行実施要領』に基づき、ＩＣＴ施工 

技術を活用する場合に評価する。 

→水産基盤整備事業等（水産課、漁業資源課、漁港課） 

『千葉県県土整備部ＩＣＴ活用工事実施要領 』に基づき、ＩＣＴ施工技術を活用 

する場合に評価する。 

項目：配置予定技術者の能力 

・継続教育（ＣＰＤ）の取組状況 

→農業農村基盤整備事業等（農地・農村振興課、耕地課）全工種で選択する。 

入札参加資格で求めている資格でガイドラインに記載のＣＰＤに加えて（公社） 

農業農村工学会の定めた推奨単位の取得状況を評価する。 

→森林整備保全事業等（森林課） 

ガイドライン（県土整備部制定）と同様の運用とする。 

→水産基盤整備事業等（水産課、漁業資源課、漁港課） 

ガイドライン（県土整備部制定）と同様の運用とする。 

〈その他の項目〉 

  県土整備部と同様に設定する。 

 

 

【特別簡易型Ｂ】 

〈農林水産部での運用〉 

項目：企業の施工能力 

・過去２か年度間の「工種：○○」における千葉県難工事表彰 

→特別簡易型Ａと同じ 

区分：自由項目 

・過去２年間の災害活動実績及び過去５年間の防疫活動実績 

→特別簡易型Ａと同じ 
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〈各課各事業で制定の要領等で運用〉 

項目：企業の施工能力 

・ＩＣＴ活用工事の実施 

   →簡易型・特別簡易型Ａと同じ 

〈その他の項目〉 

  県土整備部と同様に設定する。 

 

 

【特別簡易型Ｃ】 

〈農林水産部での運用〉 

区分：自由項目 

・過去２年間の災害活動実績及び過去５年間の防疫活動実績 

→特別簡易型Ｂ、Ｃと同じ 

〈その他の項目〉 

  県土整備部と同様に設定する。 

 

 


